
地方自治法施行令第１６７条の４に規定する事項等への該当の有無を記載した書面

称号又は名称

１．地方自治法施行令第１６７条の４ に規定する事項への該当の有無

該当します ・ 該当しません

※どちらかに○印を付けてください。

２．会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法の規定に

基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをされている者である等、

経営状況が著しく不健全である。

該当します ・ 該当しません

※どちらかに○印を付けてください。


